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いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転に対する厳正な対処について(通達)

○ 悪質・危険な運転に対する厳正な捜査の徹底

・ 道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪（妨害目的運転）、暴行罪等あらゆる

法令を駆使して厳正な捜査を徹底

・ 悪質・危険な運転の未然防止のため、車間距離不保持等の道路交通法違反について

積極的な交通指導取締りを推進

○ 悪質・危険な運転者に対する行政処分の実施

・ 迅速かつ積極的な行政処分の実施

・ 関係部門と緊密に連携し、関連情報を行政処分担当課へ集約

○ 更新時講習等における教育の推進

・ 更新時講習等において、悪質・危険な運転の危険性及び違反に対して取締りが行われる

ことの説明

・ 運転適性検査結果に基づいた安全指導の実施

○ 広報啓発活動の推進

・ 「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要性、危険な運転者に追われるな

どした場合の対処法等についての広報啓発の推進

通達の概要（平成30年１月16日発出）

１



※ 刑法の適用件数は、各都道府県警察から警察庁に報告
があったもの。

取締りの状況等

車間距離保持義務違反取締件数の推移

危険運転致死傷罪（妨害目的）の適用件数

いわゆる「あおり運転」行為に
刑法を適用した件数

種別＼年別 平成30年 令和元年６月末

殺人 １ ０

傷害 ４ １

暴行 24 16

威力業務妨害 ０ １

平成29年6月末 平成30年6月末 令和元年6月末

3,632 6,716 6,873

3,057 6,130 6,267

平成29年６月末 平成30年６月末 令和元年6月末

致傷 致死 小計 致傷 致死 小計 致傷 致死 小計

７ １ ８ ８ 0 ８ 15 0 15

平成29年 平成30年

取締件数 7,133 13,025

うち高速道路 6,139 11,793

種別＼年別 平成29年 平成30年

自動車運転死傷処罰法 致傷 致死 小計 致傷 致死 小計

第2条 妨害目的 22 2 24 25 0 25

道路交通法
車間距離保持義務違反（第26条）
⇒ 高速道路は３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

一般道路は５万円以下の罰金

自動車運転死傷処罰法
危険運転致死傷罪〈妨害目的〉（第2条１項４号）
⇒ 負傷させた場合は15年以下の懲役

死亡させた場合は１年以上の有期懲役

刑法
殺人（第199条）⇒ 死刑又は無期若しくは５年以上の懲役
傷害（第204条）⇒ 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
暴行（第208条）⇒ ２年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は

拘留若しくは科料
威力業務妨害（第234条）⇒ ３年以下の懲役又は50万円以下の罰金

２



リーフレットの例

■ ウェブサイトやマスメディア等を活用した情報発

信や、関係機関・団体等と連携した街頭でのリーフ

レット配布等により、あおり運転の防止等に関する

広報啓発を実施。

あおり運転を受けた場合の対応等についての呼び掛け

３

○ あおり運転を受けた場合には、安全な場所に避難して、

車外に出ることなく110番通報するよう呼び掛けを実施。

○ ドライブレコーダーを装着している場合は、届出時の利

便性に加え、同記録映像が違反の認定に役立つ場合もある。

あおり運転を受けた場合の対応

○ （一社）電子情報技術産業協会の統計資料によると、平

成28年度に約150万台だったドライブレコーダーの出荷台

数は、 平成29年度に約270万台、平成30年度に約370万

台となっており、著しく増加している。

○ ドライブレコーダーが有効に活用されることで、悪質・

危険な運転の抑止にもつながることから、ドライブレコー

ダーを装着するよう呼び掛けを実施。

ドライブレコーダーの装着


